
85

研究ノート

不登校児は、なぜ学校に行かれないのかⅡ
－不登校の発達社会心理学的考察－
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 要　　旨

　川島（2007）は「不登校児は、なぜ学校に行かれないのかⅠ」において、不登校は行動の問題でなく感
情の問題であり、Ramachandran、V.S.（1998）を引用し、学校という嫌悪刺激を2つの流れによって解釈
できると説明した。本稿論では、同様のテーマについて発達心理学と社会心理学の観点から考察を行っ
た。内容は、「不登校の背景にある大人社会の価値観が不登校を促している」ことを主題として、不登校
は社会にとって年間4兆円以上の損失、学校を塾と同じだと考える社会、登校行動も他の社会的行動と同
様に教えなければならないなどについて論じた。
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Ⅰ．本論のねらい
　川島（2007）において、Ramachandran、
V.S.（1998）を引用し、不登校は行動の問題でなく
感情の問題であり、不登校児を考えたときにも学
校という嫌悪刺激を二つの流れによって解釈でき
ると説明している。さらに、不登校は常識の範囲で
しか説明されていないことと、不登校児を強制的
に登校させることで不登校児でなくなるのだろうか
という疑問を提起した。そして、不登校は過剰な情
動に喚起された不適応反応であり、その背景には
学校に対する嫌悪感情あるいは嫌悪の情動がある
と考えられることを指摘している。本稿では、それ
らの学校に対する感情が児童期の発達段階での
家庭教育を中心とした社会的な価値観によって生
ずるのではないかという仮説の下に、現在行われ
ている不登校への対応について検討を行う。
　平成27年度学校基本調査の速報値が公表され、
小中学生が10万人弱減少し1千万人で過去最低と
なっている。その一方で、特別支援生は過去最高
数を登録している。大学、短大等の高等教育機関
進学率は8割となった。そして不登校児は小・中共
に増加し12万人を超えた。このような状況の中で、
不登校の対応や対策については、文部省をはじめ
として各県の教育委員会、NPO法人、フリースクー

ルなどが、種々の方法を提案している。しかし、こ
れまでのほとんどの県や文科省の取り組みは、あま
り効果が見られないのはなぜだろうか。
　本論では、不登校に対する、文部科学省や各県、
市町村の教育委員会の対応や対策を紹介すると共
に、これほど多くの専門家が知恵を絞って考えてい
るにもかかわらず、図1に見られるように、ほとんど
効果が無いのはなぜかを考えてゆく。

Ⅱ．�不登校の背景にある大人社会の価
値観が不登校を促している

　米国における不登校生徒の対応の流れを考えて
みると、不登校を社会の損失だと考えている。これ
は、日本と比較すると明らかであるが、不登校の定
義そのものに関わることであり制度の問題として捉
えることができる。すなわち、図2に見られるような、
不登校を、子どもが学校に行く権利を取り上げてい
るという意味で、「虐待」の１つであるという考え方
を持っている。それは、米国では、不登校への対応
を、児童虐待防止法令や障害児教育法規に基づい
て解決しようとするからである。その流れは、以下
のとおりである（本田、2001）。
1）�無断欠席3日でまず医師からの診断書の提出を
求められる。

図1　「不登校」を理由とするものの全児童生徒数に占める割合の推移
（出所）�平成26年度学校基本調査の速報について−文部科学省
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2）�未提出のまま7日以上欠席した場合（日数は州に
よって異なる）はスクールサイコロジストおよび
児童精神科医によってアセスメントを行うこと。

3）�保護者が従わない場合は「教育ネグレクト:虐
待」として専門機関の対応が始まる。

4）�アセスメントの目的は、生徒の健康面、社会・心
理面、学習面、運動面の状況を多面的に的確に
把握し、不登校になっている根本的な要因を解
決する方向性を見いだすことである。

5）�適応上（コミュニケーション、ソーシャルスキルな
ど）の問題が明確になった場合、IEP（個別教育
プログラム）や、健康上や精神的要因等で登校
が困難な場合にはホームインストラクションや院
内学級オルタナティブスクールなどを利用するこ
とになる。

6）�家族に問題がある場合には、保護者を専門機関
に紹介し「親教育」や「子育て支援」をはじめと
する様 な々支援が行われる。

　このように、米国では、子どもから学校という教
育環境が奪われることを虐待とみなしている。その
意味で不登校は、「親の虐待」とみなされ、親は不
登校の責任を負うことになり、ケースによっては逮
捕などの状況もあるのである。もちろん、子どもが
登校を望まない場面だけでなく、社会的な階層に
よっては、子どもを労働力と考える場合もあり、そ
の場合も罪に問われることになる。このような状況
にあることから親は子どもが不登校になると学校
からの指導の下でのホームスクーリングなどによっ
て家庭学習を行うなどの対応をせまられる。
　ここで一貫して見られるのは、不登校を社会全
体の損失として捉えることで、学校の大切さを社会
全体が考えているように見えることであろう。また、
最近、日本でも学校と地域との連携の重要さを唱

えることが多く、米国の模倣をして学校評議員など
の制度を取り入れ地域の協力や連携を目指してい
るが、実際には年に2回程度の委員会などを形式
的に開き、後に述べるように、地域の役員や議員な
どの一部のものが学校に関わることで問題が生じ
たときの対応を協力するという程度にしかないの
が現状である。それに対して、米国での保護者の
かかわりは、学校での教材プリントの印刷や遠足
や課外授業の引率など、日常的に、親が学校での
教育活動に参加することが当然となっている。これ
も親の社会的な意識の違いであると考えられる。
親も教師も協力して子どもの教育を行っているので
あり、日本のように、親対教師という対立図式で、
親が教師に店の店員のようにサービスを要求する
のが当然という社会ではないのである。

Ⅲ．�不登校は、社会にとって年間4兆
円以上の損失

　不登校についても、学校に行かないことは個人
が損をするという主張は見られても、社会が損をす
るという主張はほとんど見られない。ところが、計
算すると現在の日本での不登校の状況は、年間4兆
円以上の損失になっているのである。不登校の子
どもがそのままニートになって、18歳から60歳まで
42年間働くことがなかったとすると、42年分×毎年
2万人で84万人のニートが生まれる。生涯の平均年
収が350万円として84万人で、毎年2兆9千4百万円
の損失になるのである。そればかりでなく、ひきこ
もりやニートを年老いた親が食べさせた場合も、あ
るいは生活保護を支給した場合であっても、さら
に250万円のマイナスとなることから、年間で約4兆
円以上の損失になるのである。
　このように考えると、米国での不登校の対応は、
その背景に子どもが不登校になることによって、地
域社会だけでなく国が損失をこうむるという発想
が見られる。一方、日本の社会では、学校を、個人
のものとして考える傾向が強い。例えば、クレー
マーと言われる親たちの主張は、学校は生徒個人
の利益に貢献するべきであるという発想がある。
しかし、学校制度の成り立ちから考えると、学校は、
本来ならば親が追うべき子どもの教育を、親達が
（町や村などの社会が）集まって金を出して子ども
の教育を依頼するというものである。すなわち、学
校は、子ども一人ひとりのためにあるのではなく、
地域社会の将来を担う子ども達が、より良い社会、

図2　米国ニュージャージー州における
不登校対応（本田、2001）�　

（出所）�アメリカにおける不登校の対応「教職研修」増刊
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地域を作ってくれるという親や社会全体の願いの
下に、社会・地域のために出来上がっているのであ
る。にもかかわらず、「子ども一人ひとりのために」
などという形でよりも個「社会人」という図式が当
然のことのように学校内に浸透しているのである。
不登校についても、学校に行かないことは個人が
損をするという主張は見られても、社会が損をする
という主張はほとんど見られない。図3は、「一時的
な仕事に就いた者、進学も就職もしていない者の
推移」であり、このような数のニートが生まれている
のである。

Ⅳ．学校を塾と同じだと考える社会
　不登校を「社会の問題」として捉えることが重要
なのは、学校の役割と家庭の役割、地域の役割を
明らかにし「子どもは、将来の国家・社会を担う大
切な人間」であるという意識を持つことが重要であ
る。米国での状況を見ると、学校はよりよく生きて
ゆくために必要なところという信念が社会通念とし
て見られるのである。
　日本でも、学校が地域のセンターとして「親の代
わりに子どもを教育してくれる大切な場所」であり、
「先生も地域の人々から尊敬されていた」時代には、
権威的であるという弊害はあったとしても、不登校
の児童生徒は少なかったのである。これも、いわゆ
る「ミーイズム」という言葉で現されるように学校を
塾と同じように個人にとって役に立つところ、学校
は、個人のためにあるところであるという考えが普
及するに従って不登校が増加してきたとも考えられ
る。
　確かに、私立学校では、生徒は個人の将来の有

利な状況を得るために授業料をとって教育を行っ
ている。学校に行く前段階である幼児教育の段階
では、義務教育ではないという意味から幼児は、
幼稚園、保育園では、お客様であり個人のより良い
成長を促すことが目的であるという意識が強い。
幼稚園、保育園でのこのような保護者の態度は小
学校に入ってもそのまま同じように、子どもはお客
様であるという意識が持続することが推測される。
その結果、学校はお金を出して教育をしてもらう商
売であり、教師は店員であるかのような意識を持つ
親も見られる。
　このように、不登校を個人の問題として捉えてい
ることが、現在のような公的な機関を含めた不登
校の対応を作り出している。典型的な例として「子
どもが、学校に自分から行けるようになるまでじっ
くり待ちましょう」という、文部科学省や各県の教
育委員会、そしてカウンセラーの状況は、学校を個
人の問題として捉える対応であり、社会の問題とし
て捉えるという観点が欠けているとしか言いようが
ない。いまだに、戦前の国家主義に対する反省と反
発から、社会全体として、物事を考えるとことが批
判される状況に見える。さらに、国家主義や社会全
体の利益を考えることは間違いであり、個人の幸
せのみを追求することだけが良い社会なのである
という社会的な信念があるように見える。しかし、
社会全体の安定と幸福を考える結果として、個人
の幸せがあるのであり個人の幸せのみを追求する
ことはできないのである。これは、山岸（2000）の
「社会的ジレンマ」という言葉が示すように、社会
において個人の合理的な選択だと考えられている
ような「不登校の権利」が、実は将来の「社会の損
失」であるという、両者が一致せず乖離が生ずる

図3　一時的な仕事に就いた者、進学も就職もしていない者の推移
� （出所）�平成26年度学校基本調査（確定値）について
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状況であると言えるであろう。

Ⅴ．�登校行動も社会的行動の1つとし
て教えなければならない

　これまで述べてきたように、「不登校は子どもの
問題ではなく、あくまでも大人を中心とした社会」
の学校に対する価値観によって出来上がっている
と言える。さらに、これを子どもの発達という観点
から考えると、本来ならば、小学校中学年までは
「適切な登校行動」や「学校の大切さ」を教えると
いうことが必要であり、それ以降のおよそ10歳以降
では、それまで獲得してきた、あるいは教えられて
きたその個人である児童・生徒の行動基準として
の登校行動に従って自発的に学校へ行くことがで
きるようになる。すなわち、学校へ行くという行動も
他の社会的な行動と同様に、親や教師という大人
を通して社会の価値観として行動できるようにする
ための訓練と場面が与えられる必要があるのであ
る。この自発的に登校できる行動とは、強制的に登
校させるという管理教育とは反対のものであること
は明らかである。その意味で森田（2011）で述べら
れているような、親のコンプリメントによる登校行
動を褒めることによって促すことは、子どもに登校
行動を教えるという意味だけでなく、親自身が学
校へ行くことの重要さを認識することで子どもの登
校行動を形成する要因になっていると考えられる。
　もちろん、場面によっては、強制的に登校を促す
ことによって不登校を解決することも可能であるが、
発達段階を考えた時に、それは小学校低学年まで
の価値観としての登校行動が形成される段階に限
られるものであり、強制的に登校行動を促した結
果として登校への方向が示された場合には、適切
なコンプリメント（強化、社会的報酬）が与えられ
る必要がある。
　一方、不登校の子どもの登校行動や学校の重要
さの意識の発達をさまたげているものの1つに“子
どもを強制的に何かをさせてはいけない”というカ
ウンセラーや教師達の信念がある。子どもは常に
自発的で自主的でなければいけないと言い切って
しまう教師や親たちによって、登校行動などの社会
的な規範を教えなければならない小学校の低学年
や幼児に対してさえ、教えなければならないことま
でも教えることを避けてしまう傾向がある。このよ
うな意識の背景には、自由な教育という理想を持っ
た人達が、本来ならば、社会的価値観の内在化の

後に生ずるべきものである行動を、それを実践する
のに小学校以下の方が実践しやすいということか
ら、小学校低学年の児童に対しても自主性、自発
性を強調しすぎてしまう傾向があるのではないかと
考えられる。

Ⅵ．�不登校の対策は、不登校に対する
先入観が見られる

　川島（2009）が指摘しているように、不登校の対
応は常識の範囲でしか説明されていないように見
える。不登校に関する研究は、調査研究とケース研
究以外ほとんど行われていない。その理由として
不登校児の個々のケースがあまりにも多岐にわた
ることがあげられる。実際、これまで行われてきた
不登校に関する研究は、予防的な研究、調査も見
られるが、その多くは不登校児の増加（あるいは
減少）についての調査と関連して、学校のあり方を
問題とするものあるいは個々の不登校児について
のケースレポートを中心とした不登校児の取り扱い
について検討がほとんどである。川島ら（2003）は
不登校児の多様な対応を可能にするために不登校
事例を72のタイプに分類することで、個々の不登校
児への対応を検討してきた。しかし、不登校児が
登校しないのは、登校しないことが不登校児であ
るという同義循環のように見える。確かに、不登校
児を強制的に登校させることで不登校児ではなく
なる。しかし、不登校児が強制的に登校させられた
としても問題は解決したことにはならない。その背
景には、子どもは学校に行くことだけが成長ではな
い、学校に行くことだけが大人になる道ではないと
いう意見によって主張されるのと同じ理由がある。
しかし、不登校に関する多くのカウンセリングの場
面で、なぜ、不登校児は学校に行けないのかという
疑問が持たれることは多いと考えられる。不登校
児の多くは、その事例を見ると自分では学校に行け
るはずだと考えていることが多い。ある事例による
と、登校をしようという前日の夜には不登校児自身
が登校の準備のためにランドセルに教科書を入れ
るという。しかし朝になると身体症状が出て、どうし
ても学校に行くことができない。このような事例で
は、自分自身が不登校であることが認識できてい
ない児童が多いと考えられる。すなわち、不登校児
にとって、学校に行くこと、あるいは登校する自分と
いうイメージとランドセルに教科書を入れている自
分自身の心理的状況についてのずれが生じている
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と考えられる。

Ⅶ．�不登校の対応は、最後にはカウン
セラーに丸投げ

　多くの教育委員会などの対応は、これという決
め手がないために、最終的に、カウンセラーや医
者に行くことが大切だという落ちになることが多
い。一方、医者あるいは心理カウンセラーも個々
の不登校児についてのケースもそれまでの事例に
あわせるのではなく、教育相談を中心とした、そ
の場限りの対応で間に合わせているのが現状であ
るように見える。すなわち、不登校がなぜ生ずる
かについて心理学的な研究が欠けていると考えら
れるのである。川島（1998）は、不登校児に対す
る医者や教師の対応について、以下のような内容
が見られるとしている。
1．�不登校とは学校に行かないことであるが、医
学的に心身症の一部として捉えている。

2．�家庭にひきこもり長期にわたる不登校児に対し
ては、まわりのものは見守ることが重要である
という信念が多く見られる。

3．�家庭内暴力を呈する不登校児に対しては何もで
きていないことが多い。

4．�不登校児に居場所（家庭内、家庭外）を提供す
る重要性を強調することが多く見られる。

5．�登校刺激はネガティブな影響を持つことが多い
と考えている。

6．�中学生以上の場合、気分障害、統合失調症な
ど大人の精神疾患として扱われることがある。

7．�不登校の原因を探ることやその原因を誰のせい
にするかを探すことは、いけないことであると
いう信念が見られる。

8．�不登校の状態は、休憩の時期であるとして、
まわりのものはそのままそっとしておくことが重
要だと考え、何もしていないように見える。

9．�学校に行かなくても生きていけると開き直るこ
とも出来ると思い込んでいる。

　これらの不登校児に対する対応を見ていると、
不登校児がなぜ学校に行けないのかよく理解でき
ないので、余計なことをしないようにしようとして
いるとしか思えない。実際、不登校になった児童は、
病院に相談に行くことが多い。それは、不登校の
半数は身体症状を伴っているからであろう。もちろ
ん身体症状がなくても不登校だけを主訴として病
院に行く場合もあるが、殆どの不登校児は何らか

の身体症状を持っている。ここからも不登校は学
校に行けないという行動上の問題ではなく、情動
に関連する不適応であるということができる。相
談所や病院で、いわゆる心身症としての不登校に
対して、どう対応しているかを見るとやはり消極的
な対応が多く見られる。その内容としては以下の
ようなものである。
1．�児童の訴えをよく聞いて、受容的・共感的な態
度で接する。

2．�教師や親は自分の考えを押し付けず、子ども
が自分自身の意志で行動できるように対応をす
る。

3．�親や教師は主観的な考えで接しないように心理
的な距離を保つようにする。

4．�登校することをあせったり、逆に放任をしたり
しない。

5．�子どもに接するときは、言い聞かせるのでなく、
情報や助言として具体的に伝える。

6．�リフレーミングが可能なようにラポートを作る。
7．�カウンセラーや医師は対応法を決定し面接の日
時などは時間を決めて対応する。

8．�対応が難しくなった場合でも、つながりが保て
るように希望的な態度をとる。

9．�不登校児の環境となるできるだけ多くの成人に
連絡をとる。

などである。
　一方、身体症状に対する対応が困難であるとき、
家族はどうしても受け入れる一方になりやすい。そ
の結果家庭内暴力という現象も見られる。特に家
庭における両親や関係者の不登校についての理解
ができていないことを示している。教師や病院がど
のように両親に指導するかは不登校児にとって大
きな影響を持つと考えられるが、その指針がはっき
りしないのである。にもかかわらず、表1の「都道府
県・指定都市における教育相談機関及び教育相談
員数」にあるように、これほど多くの人件費と労力
が教育相談にかけられているのである。

Ⅷ．�不登校を作り出すのは、他の子ど
もと比較して育てたから

　以上述べてきたように、大人の価値観としての学
校に対する私的な態度や、学校への社会的な価値
観の欠如などは、その背景に、子どもを比較して育
てる状況がある。近年の幼稚園から小学校に至る
多くの子ども達の親は、子どもにより良い教育をあ
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たえるという大義名分の下に多くの習い事を行わ
せている。その状況ではどうしても、同年齢の子ど
もと比較することになる。そして比較することで子
ども達は、褒められたり叱られたり、激励されたり
するだけでなく、親が喜んだり残念がったりするの
を見て育つのである。現代の子ども達は、大学生で
も、自分の将来の希望というよりも、親を喜ばせる
ために大学に入ったという者がいる。
　そのように育った子ども達は、小学校低学年ま
で、他の子ども達よりも優秀で良くできることで親
に喜んでもらえるようにがんばるのである。典型的
な不登校の1つである「良い子の息切れ型」という
子ども達は、小学校まではがんばって他の子どもと
比較して良い子でいられるが、中学校に入ると、中
間テスト、期末テストで実力が明らかになり、将来
も良い子でいられないのではないかという不安か
ら不登校になるという型である。このように「良い
子の息切れ型」が生ずる背景には、親が子どもの
成績や結果を他の子どもと比較し、褒めたり叱った
り、喜んだりしていることがある。いわゆるコンプリ

メントという言葉は、ポジティブな方向への強化で
あるが、コンプリメントがマイナスの方向に行われて
しまうのである。この状況にならないためには、親
は幼児期から、その子どもなりにがんばっていれば、
他の子どもと比較して成績や能力の結果が劣る場
合でも「人は人、我が子は我が子」という信念を
持って接する必要があると考えられる。

Ⅸ．�公的な団体における不登校の対応策
　上に述べたように、多くの県や文科省などの不登
校対策は、どのような効果があったのだろうか。そ
こで、長野県をはじめとする、県単位での教育委員
会の取り組みや、文科省の不登校への取り組みを
見ていく。

1．�長野県の取り組み
　著者が所属する大学のある長野県の不登校に関
連する対策を見ると、例えば平成24年度に、小・中
学校の連携とチーム支援を軸とした取り組みという

（出所）�平成26年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査

表1　都道府県・指定都市における教育機関及び教育相談員
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タイトルで、次のように述べている。「不登校は、中
学校に入学した１年間で、小学校6年次の約3倍に
増加します。それは、人間関係や学習内容や方法
など、入学後の新たな環境にうまく適応できないと
いうことが、要因の一つになっています。また、この
要因を追跡調査した国立教育政策研究所の「中１
不登校調査」では、中学１年生の不登校生徒の68
パーセントが小学校4年生からの3年間のうちに、
長期にわたる欠席や保健室への登校など、不登校
につながるような兆候を示していたという報告もあ
ります。こうした状況を解消するには、中学校にお
ける取り組みだけでは難しい面があり・・・・・」。ま
た、長野県教育委員会では、平成24年10月長野県
不登校対策検討委員会の名で「不登校対策の行
動指針（改訂版）～すべての児童生徒の笑顔で登
校と社会的自立を目指して～」を発行している。そこ
では、不登校の早期発見・早期対応の取り組みとし
て、「児童生徒のサインや変化を見逃さない」とい
う教職員の意識、日常的な行動観察や欠席状況把
握による、児童生徒への適時適切な対応、チェック
リスト等の活用、SC、SSW、相談員、特別支援教
育コーディネーター等による教育相談体制の充実、
「いじめアンケート」等を活用した児童生徒のサイン
を把握する取り組み、SC、相談員、関係職員や保

護者等を含めた支援会議の実施、多様な視点から
のアセスメント、迅速な管理職への報告と関係職
員間の情報共有、支援シート等の活用、コーディ
ネーター配置など校内体制の整備、個別の教育的
支援を必要とする児童生徒に対する中長期的な指
導計画の作成、中学校30人規模学級編制、支援加
配教員配置、小中人事交流等による基盤整備、支
援のための児童生徒情報の円滑な接続、児童生
徒・教職員の相互交流など心理的距離の縮小によ
る学校不適応の減少、小中9年間を見通し地域で
子どもを育てるという教職員の意識の醸成、校内
生徒指導体制の確立、対応マニュアルの整備、効
率的な支援会議の実施、不登校対応教員、SC、
SSW、相談員、コーディネーター等と学校関係者と
の連携、校内中間教室の設置、学習支援等の学級
復帰のためのプログラム実施等をあげている。

　長野県も他の県と同様に、個々のケースだけで
なく、各中間教室等の取組についての意見交換も
行っている。例えば、「佐久市チャレンジ教室～ふ
れあい登校支援～」の目指す方向について、草の
根活動ともいうべき不登校児の親や経験者を中心
に、図4のような「不登校を考える県民のつどい」
が、毎年開かれている。

2．�文部科学省の取り組み
　文部科学省は、学校基本調査の中で、不登校児
の調査を行っている。そこでは、次のような定義の
下に行われている。昭和41年度～平成9年度には、
「学校ぎらい」（注：50日以上欠席した児童生徒、
平成3年度から30日以上欠席した児童生徒）。平成
10年度～「不登校」（30日以上欠席した児童生徒
平成10年度は50日以上も調査）として、「学校ぎら
い」とは「心理的な理由などから登校をきらって長
期欠席をした者」であり、「不登校」とは「何らか
の心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・
背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたく
てもできない状況にあること（ただし、病気や経済
的な理由によるものを除く）」としている。
　文部科学省のこれまで行ってきた主な施策等を
あげると、次のようなものがあげられる。平成4年3
月学校不適応対策調査研究協力者会議報告「登
校拒否（不登校）問題について−児童生徒の『心の
居場所』づくりを目指して−」において、登校拒否は
どの子どもにも起こりうるものである、という観点
に立って登校拒否を捉えていくことが必要であると図4　長野県の「不登校を考える県民の集い」
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している。すなわち、現在元気に通学している児童
生徒も様々な要因が作用して登校拒否に陥る可能
性を持っているという認識を持つことが登校拒否
の予防的観点から特に必要になってくる。学校が
登校拒否問題に対応するに当たって、児童生徒の
学校生活への適応を図ることと同時に、その自立
をいかに促すかという視点を持って指導すること
が基本的に重要なことである。平成9年3月には、中
学校卒業程度認定試験における受験資格の拡大
を行い、学校教育法施行規則の一部を改正し、
「やむを得ない事情により登校することができず、
結果として中学校を卒業することができなかった
場合においても、同年齢の生徒に遅れることなく
高等学校教育を受ける機会が与えられるようにす
るため、試験を受けようとする学年の終わりまでに
満15歳に達する登校拒否等の生徒についても中学
校卒業程度認定試験の受験資格を与えること」と
する、としている。平成9年11月には、「高等学校の
入学者選抜の改善について」として、高等学校の入
学者選抜にあたって、「登校拒否の生徒について
は、進学動機等を自ら記述した書類など調査書以
外の選抜資料の活用を図るなど、より適切な評価

に配慮する」よう各都道府県教育委員会等に対し
て通知した。図5は、文部科学省の不登校対応のモ
デルである。
　平成10年6月、中央教育審議会では、「幼児期か
らの心の教育の在り方について」の答申で、不登校
は心の成長の助走期と捉え、ゆとりを持って対応し
ようと提言を行った。平成13年度からは、スクール
カウンセラー活用事業補助として、平成7年度～12
年度は、スクールカウンセラー活用調査研究事業と
して、スクールカウンセラー採用への補助を行って
いる。平成15年3月の不登校問題に関する調査研
究協力者会議報告では、「今後の不登校への対応
の在り方について」として、不登校の解決の目標は、
児童生徒が将来的に精神的にも経済的にも自立し、
豊かな人生を送れるよう、その社会的自立に向け
て支援することである、としている。その意味にお
いても、学校に登校するという結果のみを最終目標
にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体
的に捉え、社会的に自立することを目指すことが必
要である。個々の不登校児童生徒に対しては、主
体的に社会的自立や学校復帰に向けて歩み出せる
よう、周囲の者が状況をよく見極めて、そのための

図5　文部科学省の不登校の対応「5つの視点」
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環境づくりの支援をするなどの働きかけをする必
要がある。児童生徒が自分の力で立ち直るのを何
の関わりを持つことなく、また児童生徒の状況を理
解しようとすることもなく、あるいは必要としている
支援を行おうとすることもなく、ただ待つだけでは
状況の改善にならないという認識が必要である、と
している。表2および表3は、学校以外の機関等で
相談指導を受け、指導要録上は出席扱いとした児
童生徒数および自宅におけるIT等を活用した学習
指導活動を指導要録上は出席扱いとした児童生
徒数である。それらを見ると、学校以外のフリース
クールなどの活用により、教育が行われていること
がわかる。
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